
「
会

集

の

日

」

小

考

1

武

官

の

衣

服

と

儀

式

1

一

　
ユ

ァ

養
老
衣

服
令
は
十
四
条
か
ら
な
り
、
そ
の
う
ち
武
官
に
関
す
る
規

定
は
次
の
二
条

(第
十
三

・
十
四
条
)
で
あ
る
。

武
官
礼
服
条

武
官

礼
服
。
衛
府
督
佐
、
兵
衛
佐
不

在

此
限

、
以
下
准

此
。

レ

レ

並

自

羅

冠

、
自

綾

、

牙

笏

、

位

襖

、

加

繍

禰

福

虚、

兵
衛

督
雲

錦

、
金

銀

装

腰

帯

、

金

銀

装

横

刀

、

白

袴

、

鳥

皮

靴

、

兵
衛

督

赤
皮
靴
、
錦

行

騰

。

武

官

朝

服

条

朝

服

。

衛

府

督

佐

、

並

白
旨
維
頭

巾

、
位

襖

、
金

銀

装

腰

帯

、

金

銀

装

横

刀

、

白

機

、

鳥

皮

履

。

其

志

以

上

、

並

自

縷

頭

巾

、

自

綾

、

位

襖

、
鳥

油

腰

帯

、

烏

装

横

刀

、

白

機

、
烏

皮

履

。
創

寺

崎

保

広

集
等

日
、
加

錦
禰
福
赤

脛
巾

、
帯

弓
箭

、
以

鮭
代

履
。
兵

衛

、

レ

レ

自

縷

頭

巾

、

自

.絃

、

位

襖

、

烏

油

腰

帯

、

鳥

装

横

刀

、

帯

弓

箭

畠、
白

脛

巾

、
白

機

、
烏

皮

履

。

会
集
等
日
、
加

桂

甲

帯

槍
、

レ

以

位
襖

代

紺
襖

、
以

鮭
代

履
。
主

帥

、

自

縷

頭

巾

、

自

綾

、

レ

し
r

位

襖

、

烏

油

腰

帯

、

鳥

装

横

刀

、

白

脛

巾

、
白

機

、

烏

皮

履

。

会
集
等

日
、
加

桂

甲

帯

弓
箭

、

以

標
襖

代

位
襖

、
以

鮭
代

レ
履

。
並

朝

庭

公

事

則

服

レ
之

。

衛

士

、
自

縷

頭

巾

、

桃

染

杉

、

白

布

帯

、

白

脛

巾

、

草

鮭

、

帯

横

刀

、

弓

箭

、
若

槍

。

会
集

等

日
、
加

朱
末

額
桂
甲

、
以

自
杉

代

桃

染
杉

。
朔

節

日
則

服

レ
之

。

尋

常

、

去

桃

染

杉

及

槍

・。

其

督

以

下

主

帥

以

上

袋

、

准

文

官

。

こ

こ

で

は

、

武

官

が

①

衛

府

督

佐

、
②

志

以

上

、
③

兵
衛

、
④

主

帥

、
⑤

衛

士

に

区

分

さ

れ

、

各

々

の
衣

装

を

規

定

し

て

い
る

。

そ

の
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う
ち
①

の
み
が
礼
服
と
朝
服
と
も
に
規
定
が
あ
り
、
他
は
礼
服
が
な

く
、
朝
服

の
規
定
だ
け
で
あ
る
。
但
し
、
朝
服
条
を
み
る
と
②
～
⑤

に
つ
い
て
は
、
本
注
で

「会
集
等

の
日
は
云
々
」
と
い
う
例
外
規
定

を
設
け
て
お
り
、
通
常
の
朝
服
の
ほ
か
に
、
他
の
装
束
を
加
え
る
こ

と
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
①
の
朝
服
条
に
は

「会
集
」
云
々

の
語
句
が
な
い
。
ま
た
、
養
老
令
文
お
よ
び
本
注
に
は

「会
集
」
な

る
語
句
は
他
に
は
全
く
見
え
ず
、
こ
こ
だ
け
の
用
例
な
の
で
あ
る
。

宮
廷
で

の
儀
式
を
考
え
る
場
合
、
こ
の

「会
集

の
日
」
と
は
ど
う

い
う
日
を
指
す

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
小
考
で
検
討
し
て
み
た

い
。

「会
集
」
と
は
、
文
字
通
り
の
意
味
は

「大
勢

の
人
が

.
カ
所
に

集
ま
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、
こ
の
令
文
に
見
え
る

「会
集
の
日
」
が
、

そ
う
し
た
漠
然
と
し
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
は

明
か
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
語
句
で
示
さ
れ
る
特
定

の
日
が

当
時
の
官
人
に
は
自
明
の
こ
と
だ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

律
令
本
文

で

「会
集
の
日
」
が
見
え
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
類
似
す
る
語
句
と
し
て

「聚
集
」
が

一
カ
所
に
あ
る
。
ま
た
、

令
文
の
他

に
も

「会
集
」
「聚
集
」

の
用
例
を
検
討
し
な
が
ら
、
こ

の
問
題
を
探

っ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

た
だ
し
、
史
料
に
散
見
す
る

「会
集
」
「
聚
集
」
の
多
く
は
、
さ

き

に
述
べ
た
よ
う
な

]
般
的
な
意
味
で
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、

「賀
茂
神
を
祭
る
日
、
徒
衆
、
会
集
し
て
杖
を
執
り
、
騎
射
す
る
こ

と
を
禁
ず
」
(『続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
四
月
庚
子
条
)
の
よ
う
に
、
単

に
多
く
の
者
が
集
ま

っ
た
こ
と
を
示
す
語
句
と
し
て
の
用
例
が
多

い
。
し
た
が

っ
て
、
以
下
で
は
武
官
の
装
束
に
関
わ
り

「会
集
の
日
」

な
い
し

「聚
集
」
と
し
て
特
定
で
き
る
よ
う
な
、
宮
内
で
の
儀
式
の

場
を
示
す
用
例
に
限

っ
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

二

武
官
朝
服
条
お
よ
び

「会
集
の
日
」
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な

コ
ラ

ご

 

研
究
が
武
田
佐
知
子
氏
に
よ

っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
武
田
氏
は
、

衣
服
令
に
規
定
さ
れ
た
わ
が
国
の
衣
服
制
度
を
、
唐
と
の
比
較
を
通

じ
て
体
系
的
に
分
析
し
て
い
る
が
、
本
条
に
関
わ
る
範
囲
で
氏
の
見

解
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ω
唐
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
衣
服
令
は

「公
事
」
す
な
わ
ち
国
家

的
な
儀
式
だ
け
で
な
く
、
私
的
な
次
元
ま
で
及
ぶ
全
社
会
的
な
各
種

の
場
面
で
の
儀
式

・
行
事
に

つ
い
て
着
用
す
べ
き
衣
服
を
規
定
す

る
。
こ
れ
に
対
し
て
わ
が
国
の
衣
服
令
は
、
儀
制
令

の
次
に
続
く
と

い
う
構
成
を
と
り
、
宮
門
内
の
朝
儀
の
こ
と
を
規
定
す
る
儀
制
令
の

規
定
の

一
部
と
し
て
、
朝
参
の
際
に
着
用
す

べ
き
衣
服
の
制
度
と
な
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っ
て
い
る
。

②
わ
が
国

の
衣
服
令
は
、
「礼
服

・
朝
服

・
制
服
」
の
三
種
を
規
定

す
る
。
礼
服
は
皇
太
子
以
下
五
位
以
上
の
諸
臣
が

「大
祀

・
大
嘗

・

元
日
」
と

い
っ
た
国
家
的
に
重
要
な
儀
式
に
着
用
す
る
衣
服
、
朝
服

は
有
位

の
官
人
が

「朝
廷
公
事
」
で
着
用
す
べ
き
衣
服
、
制
服
は
無

位
の
庶
人
や
家
人

・
奴
碑
の
衣
服
で
あ
る
。

個
三
種

の
衣
服
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
廣
瀬
圭
氏
の
説
を
援
用

し
、
ま
ず
天
武
朝
に
朝
服
が
制
定
さ
れ
、
大
宝
令
に
い
た
り
、
そ
の

上
に
礼
服
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
養
老
令
で
朝
服
の

]
部
を
分
け
て

制
服
を
規
定
し
た
、
と
推
定
で
き
る
。

ω
礼
服
と
朝
服
の
顕
著
な
違
い
は
、
礼
服
が
品
位
に
対
応
し
た

「礼

服
冠
」
を
か
ぶ
り
、
袴

の
上
に

「摺
」
(ひ
ら
み
)
と
い
う
ス
カ
ー
ト

型
の
も

の
を
着
け
る
の
に
対
し
て
、
朝
服
は
位
階
に
関
わ
り
な
く
、

一
律
に
黒

い
頭
巾
を
か
ぶ
り
、
「摺
」
は

つ
け
ず
上
衣
と
ズ
ボ
ン
型

の
袴

の
組
み
合
わ
せ
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　侮
日
本
の

「朝
服
」
は
同
じ
語
句
な
が
ら
、
唐
の

「朝
服
」
と
は
大

き
く
異
な

る
。
す
な
わ
ち
、
唐
の
朝
服
は

「陪
祭

・
朝
享

・
拝
表
」

と

い
っ
た

「大
事
」
に
着
用
す
べ
き
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
日
本
の

礼
服
に
近

い
。

一
方
日
本
の
朝
服
は

「朝
参
」

の
際
の
服
と
見
る
べ

き
で
あ
る
。
更
に
大
宝
当
時
は
朝
参
し
な
い
無
位
の
衣
服
も

「朝
服
」

と
称
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「朝
服
」

の

「朝
」
と
は
、
「朝
廷
公

事
」
と

い
っ
た
語
句
に
見
え
る
よ
う
に
、
「朝
廷
」
と
い
う
場
を
示

す
可
能
性
が
高
い
。

㈲
衣
服
令
で
武
官
礼
服
条

・
朝
服
条
を
別
に
立
て
た
理
由
は
、
単
に

文
官
と
武
官
を
分
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
特
に
武
官
に
は
特
別
な
装

束
を
ま
と
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
儀
式
の
場
に
お
け
る
視
覚
的
な
効
果

を
期
待
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
こ
と
が
端
的
に
あ
ら

わ
れ
る
の
が
武
官
朝
服
条

「会
集
の
日
」
の
特
別
な
装
束
で
あ
る
。

の
こ
う
し
た
、
武
官

の
特
別
な
装
束
は
天
武
十
三
年
紀
に
ま
で
さ
か

の
ぼ
り
、
天
武
朝
に
お
け
る
儀
式
整
備
の

一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
。

き
わ
め
て
説
得
力
の
あ
る
妥
当
な
見
解
と
言
え
よ
う
。
し
た
が

っ

て
、
基
本
的
に
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
次
に
具
体
的
に
武
田
氏
に
よ

る

「会
集
の
日
」
の
理
解
を
検
討
し
よ
う
。

武
田
氏
は
、
衣
服
令
武
官
朝
服
条
の
本
注
と
し
て
繰
り
返
し

「会

集
の
日
」
規
定
が
見
え
る
が
、
他
条
に
は
な

い
同
条
の
み
の
特
例
で

　
ヰ

　

あ

る

こ

と

を

指

摘

し

た

上

で
、

次

の
よ

う

に
述

べ

て

い
る

(以

下
の
引

用
で
は
、
ふ
り

が
な
を
省

略
し
、

a
以

下
の
記
号
を
付
し
段
落

に
分
け
た
)
。

a
、

「
会

集

の

日
」

と

は

、

『
令

義

解

』

が

「
元

日

及

び

聚
集

、

井

せ

て
蕃

客
宴

会

等

」

の
日

と

注

釈

し

、

『
令

集

解

』

の

「
穴

記

」
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で
は

、

大

祀

・
大

嘗

・
元

日

を

指

す

と

し

、

朔

日

や
節

口
を

ふ

く

ま

な

い
と

す

る

。

こ

の
見

解

は

、

当

条

の
末

尾

に
、

衛

士

が

朔

・
節

日

に
着

用
す

べ
き

衣

服

の
規

定

が

明

文

化

し

て
あ

る

こ

と

か

ら

導

か

れ

た
も

の
で

あ

る

。

し

か

し

こ
れ

は

、

し

い
て

い

え

ば

衛

士

に

つ

い

て

の

み

、

「
会

集

の

日

」

と

「
朔

・
節

口

」

の
装

束

を

ち

が
え

る

と

解

釈

す

べ
き

で
あ

っ
て
、

主

帥

以

k

に

つ

い
て

は

、

『
令

義

解

』

が

い

っ
て

い
る

よ
う

に

「
会

集

の

日
」

が

「
朔

・
節

日
」

を

も

ふ

く

む

も

の
と

み

て

よ

い

で
あ

ろ

う

。

「令

釈
」

も

同

じ

見

解

を

と

っ
て

い
る
。

b

、

そ

し

て

「
朱

説

」

は

い

み

じ

く

も

、

「
会

集

の

日

」

と

は

、

礼

服

の
着

用

規

定

の
適

用

を

う

け

な

い
、

五
位

相

当

以

下

の
階

層

の
者

た
ち

が

、

特

別

の

日

に
ま

と

う

べ
き

、

礼

服

に

匹
敵

す

る
衣

服
を

規

定

し

よ

う

と

し

た

結

果

が
、

当

条

の
本

注

に

繰

り

返

し
特

筆

さ

れ

る

「
会

集

の
日

」

の
語

句

な

の

で
あ

ろ
う

。

c
、

つ
ま

り

、

五

位

以

下

の
文

官

な

ら

ば

、

「
尋

常

」

と

同

じ

く

、

朝

服

で

列

席

す

れ

ば

よ

い
儀

礼

の
場

に

、
と

く

に

武
官

の
衣

服

の

荘

厳

が

視

覚

的

に
要

求

さ

れ

た

た

め

、

こ

の
本

注

が

設

け

ら

れ

た

の

だ

と

解

し

う

る

。

d

、

そ

し

て
武

官

の
荘

厳

が

な

に

ゆ
え

に

要
請

さ

れ

た

か

と

い
え

ば

、

宮

衛

令

に

「
凡

そ

元

日

・
朔

日

に
若

し

聚
集

す

る

こ
と

有

ら

ん

、
及

び

蕃

客

の
宴

会

・
辞

見

に

は

、
皆

な
儀

侯

を

立

て

よ
」

と

あ

る
よ

う

に
、

元

日
等

の
儀

式

に
武

官

の
参

列

に
基

づ

く

儀

侯

が

、

不

可

欠

だ

っ
た

か

ら

で

あ

る
。

武

田
氏

は

、

a
で
は

「
会

集

の

日
」

に

つ
い

て

の

『
令

集

解

』
各

説

の
う

ち

穴

記

を

排

し

、

大

祀

・
大

嘗

・
元

日

の
他

に
朔

日

・
節

日

を

ふ
く

む

と

解

し

て
お

り

、

そ

れ

が

穴

記

以

外

の
統

一
意

見

の
よ

う

に
述

べ

て

い
る

が
、

そ

れ

が

正

し

い
の
か

ど

う

か

。

、
方

、

b

で
は

「
会

集

の

日
」

を

五
位

以

上

の
礼

服

着

用

時

に

対

応

す

る
、

と

読

み

と

れ

る
が

、

そ

れ

で
は

a
の
点

と

矛

盾

し

な

い

の
か

。

ま

た

、

c
で

い
う

「
尋

常

」
と

「
会

集

の

日
」
と

の
関

係

は

ど
う

考

え

る

べ
き

か
。

さ

ら

に

d

の
宮

衛

令

と

の
関

係

は

ど

う

か

、

と

い

っ
た

い
く

つ
か

の

曖

昧

さ

が

残

る

と
考

え

る

。

「
会

集

の

日
」

の

重

要

性

を

述

べ

る

点

に
異

論

は

な

い
が
、

よ

り

厳

密

な

検

討

が

必

要

で

は
な

か

ろ
う

か

。

端

的

に

い
え

ば

、

武

田

説

の
曖

昧

さ

は

、

「
会

集

の

日
」

と

い
う

も

の

が

、

五
位

以

上

の
武

官

が
礼

服

を

着

用

す

る

「
大

祀

・
大

嘗

・

元

日
」

と

一
致

す

る

の

か

、
あ

る

い
は

そ

れ

を

含

ん

で
よ

り

広

い
概

念

な

の

か

、
と

い
う

点

に
由

来

す

る
。

a
で
は

広

い
概

念

と

い

い
な

が

ら
、

b

c
で

は

一
致

す

る

か

の
表

現

を

と

っ
て

い
る

点

が

最

も

気

に

な

る
と

こ

ろ

で
あ

る
。

そ

こ

で
、

以

下

で
は

、

そ

う

し

た

観

点

か

ら

『
令

集

解

』

を

見

て

ゆ
く

こ
と

と

す

る

。
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三

ま
ず
、
武
官
礼
服
条
に
み
え
る
衛
府
の
督
佐
が
礼
服
を
着
用
す
べ

き
日
と
は
、
衣
服
令
諸
臣
礼
服
条
に

「大
祀

.
大
嘗

.
元
日
、
則
服
レ

之
」
と
あ

る
も

の
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な

い
。
義
解
は
こ

れ
に
注
し
て

「大
祀
」
は

「臨
時
の
大
祀
」
、
「大
嘗
」
は

「毎
世

]

年
国
司
行
事
」

つ
ま
り
天
皇
即
位
後
の
大
嘗
祭
と
し
、
集
解
各
説
も

こ
れ
ら
と
大
差
な
い
。

こ
れ

に
対
し
て
、
朝
服
を
着
用
す
る
の
は
武
官
朝
服
条
後
半
に

「朝
庭
公
事
」
で
あ
る
と

い
う
。
と
こ
ろ
が
、
衣
服
令
制
服
条
な
ど

に
よ
れ
ば

、
そ
の

「朝
庭
公
事
」
に
相
対
す
る
語
句
が

「尋
常
」
な

　
ほけ

　

の
で
あ
る
。
そ
し
て

「尋
常
」
と
は
古
記
が

「朝
夕
を
謂
う
」
と
述

べ
て
い
る

(同
条
集
解
)
。
ま
た
、
衣
服
令
朝
服
条
集
解
の
朱
記
は

「此
の
文

、
朝
庭
公
事

に
則
ち
服
す
と
は
、
必
ず
服
す
る
為
に
文
を

立

つ
る
な
り
。
他
所
に
て
服
す
と
難
も
、
禁
ず
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
、

「朝
庭
」
と

「他
所
」
が
対
比
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
文
字
ど
お

り
場
所
と

し
て
の

「朝
庭
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

た
が

っ
て
旦
ハ体
的
に
は
、
原
則
と
し
て
毎
日

「朝
堂
院
」
に
お
い
て

行
わ
れ
る

「朝
政
」

の
場
で
身
に
つ
け
る
衣
服
こ
そ
が
、
本
来

の
意

　
わ

　

 
味

で

の

「
朝

服

」

な

の

で

あ

ろ
う

。

次
に
そ
う
し
た

「朝
服
」
を
着
る
例
外
と

し
て
武
官
朝
服
条
に
見

　
　

　

え
る
の
が

「会
集
の
日
」
云
々
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
義
解
は

「
元
日
及
聚
集
、
井
蕃
客
宴
会
等
」
と
述
べ
、
元
日
以
外
に
新
た
に

「
聚
集
」
と

「蕃
客
宴
会
」
が
加
わ

っ
て
い
る
。
「聚
集
」
が
ど
う
い

っ
た
内
容
を
指
し
示
す

の
か
に
も
よ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
礼
服
着

用
時
よ
り
は
広

い
機
会
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
穴

記
は

「上
、
大
祀

・
大
嘗

・
元
日
、
及
宮
衛
令
立
儀
杖
日
是
、
自
余

節
日
非
也
」
と

い
う
。

つ
ま
り
、
礼
服
着
用
時
に
加
え
て
宮
衛
令
に

い
う

「儀
侯
を
立
て
る
べ
き
日
」
も

「会
集
」
に
あ
た
る
、
と
い
う

こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
以
外

つ
ま
り
儀
侯
を
立

て
な

い
節
日
は
こ
れ
に

該
当
し
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
武
田
説
と
は
違

っ
て
、

穴
記
は
義
解
と
同
様
の
理
解
を
示
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

へ
　

そ

の
穴

記

に
異

論

を

唱
え

る

の

が

「
私

案

」

で
あ

る
。

そ

の
言

う

と

こ

ろ

は

、

「
会

集

の

日

」

は

「
大

祀

・
大

嘗

・
元

日
」

に

限

定

す

べ
き

で

あ

り

、

「
朔

・
節

日

」

は

そ

れ

に

入

ら

ず

「
朝

庭

公
事

」

す

な

わ

ち

通

常

の
朝

服
着

用

で
良

い
。

そ

の

理
由

は

、

下

の
条

で
は

衛

士

に

関

し

て

は

「
会

集

日
」

と

「
朔

・
節

日
」

が

別

扱

い
だ

か

ら

、

と

い
う

も

の

で
あ

る
。

さ

ら

に

こ

の

「
私

案

」

に
対

し

て
反

論

す

る

の
が

「
師

」

で
あ

り

、

「
会

集

日
」

と

「
朔

・
節

日
」

が

別

扱

い
と

な

る

の

は
衛

士

の

み

で
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あ

り

、

「
主

帥

」

以

上

は

「
会

集

」

に

「
朔

・
節

日
」

も

含

ま

れ

る

と

い
う

。

そ

し

て
令

釈

も

こ

れ

と

同

じ

で

あ

る

、

と

述

べ

て

い
る

。

次

に

朱

説

を

見

て

み

よ
う

。

ま

ず

、

「
会

集

の

日
」

の
注

記

は
丘
ハ

衛

佐

以

下
を

対

象

と

し

て

い
る

が

、

そ

れ

は

衛

府

の
督

佐

は
武

官

礼

服

条

が

適

用

さ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

つ
ま

り

、

「
礼

服

の

日

」

と

「会

集

の

日
」

は

同

じ

で

あ

る

、

と

い
う

。

と

こ

ろ

が

「
行

幸

」

の

時

に
弓

矢

を

帯

び

る

こ
と

に

つ

い

て
注

記

さ

れ

な

い

の
は

不

審

で

、

省

略

が

あ

る

の
だ

ろ

う

と

し

、

「
礼

服

を

用

ひ

て
会

集

せ

る

日

」

は

武

官

礼

服

条

を

、

「
余

の

会

集

せ

る

日

」

は

こ

の
条

に

よ

れ

、

と

述

べ

て

い

る
。

や

や
難

解

で
あ

る

が

、

や

は

り

、

会

集

日

は

礼

服

日
と

全

く

の

イ

コ
ー

ル

で

は

な

く

、

「
含

ま

れ

る

」

と

い
う

関

係

に

あ

る

と

見

て

い
る

の

で
あ

ろ
う

。

以

L

、

煩

預

に

わ

た

っ
た

が

、

簡

単

に

ま

と

め

る

と

、

「
会

集

日
」

H

「
礼

服

日
」

口

「
大

祀

・
大

嘗

・
元

日
」

と

い
う

説

は

「
私

案

」

の
み

が

孤

立

し

て
お

り

、

令

集

解

各

説

は

、

細

部

で

の
相

違

は

あ

れ

「
会

集

口

」

を

「
礼

服

日
」

を

含

ん

で

、

そ

れ

よ

り

広

い
概

念

と

考

え

て

い
る

こ
と

が

わ

か

る

。

し

た

が

っ
て

、

そ

れ

を

認

め

て
、

図

示
す

れ

ば

、
表

!

の
よ
う

な

関

係

に

な

る

で
あ

ろ
う

。

表

!

四

次

に

、

「
礼

服

日
」

以

外

の

「
会

集

日

」

と

い
う

の

は

、

具

体

的

に

ど

の
よ

う

な

場

合

で
あ

ろ
う

か

。
文

官

の
礼

服

と

朝

服

と

の
違

い

に

つ

い

て
は

武

田

説
を

紹

介

し

た

通
り

で
あ

る

が
、

武

官

の
比

較

を

す

る

と

(表

2
参

照

)
、

武

官

に
お

い
て
も

頭

に
か

ぶ

る

の

は

、

礼

服

の
場

合

は

「
冠
」
、

朝

服

の
時

は

「
頭

巾
」

と

な

る
。

こ

の

ほ

か

、

礼

服

の
際

は

武

官

も

牙

笏

を

持

っ
た

が

、

朝

服

で

は

な

い
。

ま

た

、

礼

服

で

は

「
禰

補

」

と

い
う

背

と

胸

に
あ

て
る

貫

頭

衣

状

の

「
う

ち

か

け

」
、

あ

る

い

は

「
向

縢

」

と

い
う

「
す

ね

あ

て
」

を

着

る

が

、

朝

服

で
は

こ

れ

ら
が

な

い
と

い

っ
た

違

い
が

あ

る

。

そ

し

て

、

そ
う

し

た

武

官

の
礼

服

と

朝

服

の
相

違

点

が

、

お

お

よ

そ

下

級

武
官

に

つ
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表
2

被
り
物

お
い
か
け綾

衣

い

お
う

位
襖

う
ち
か
け

雨
膏田凄「重「

帯

袴

ひ
り
お
ひ摺

脛
あ
て

履
物

し
た
く
つ機

笏

刀

他

文
官
礼
服
(
諸
臣
五
位)

礼
服
冠

浅
緋
衣

條
帯

白
袴

深
標紗

摺

鳥
皮潟

錦
複

牙
笏

文
官
朝
服
(
諸
臣
五
位)

自
羅頭

巾

浅
緋
衣

金
銀
装腰帯

白
袴

鳥
皮
履

白
機

牙
笏

武
官
礼
服
(

衛
府
督
佐)

自
羅
冠

自
楼

位
襖

繍
禰福

金
銀
装腰帯

白
袴

む
か
は
き

錦
向
縢

烏皮

靴

牙
笏

金
銀
装横刀

武官

朝
服
(

衛
府
督
佐)

自
羅頭巾

位
襖

金
銀
装腰帯

鳥皮

履

白機

金
銀
装横刀

下

級
武
官

(

志
以
上
)朝服

自
縷頭

巾

自
綾

位
襖

烏
油腰

帯

鳥
皮
履

白
機

鳥
装横

刀

下
級

武官

(
志
以
上)会集朝服

自
縷頭

巾

自
綾

位
襖

錦
禰
福

烏
油腰

帯

赤
脛
巾

烏
皮
鮭

白
機

鳥
装横

刀

弓
箭

い
て
の
通
常

の
朝
服
と

「会
集
の
日
」
と
の
違

い
に
も
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「会
集
の
日
」
に

「錦
禰
棺
と
赤
脛
巾
を
加
え

る
」
と
い
う
点
が
武
官
の
礼
服
に
相
当
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に

「弓
箭
」

を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
会
集
の
日
の
装
束
は
、
武
官
礼
服

に
準
じ

つ
つ
、
文
官
と

の
違

い
を
よ
り
際
立
た
せ
た
武
人
と
し
て
の

装
い
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し

て
見
る
と
、
令
義
解
が

「聚
集
」
と
い
い
、
ま
た
穴
記
が

「儀
佼
を
立
て
る
日
」
と
説
明
し
た
よ
う
に
宮
衛
令
元
日
条
と
の
関

連
如
何
が
問
題
と
な

っ
て
く
る
。
同
条
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

凡
元
日
朔
日
、
若
有

聚
集

、
及
蕃
客
宴
会
辞
見
、
皆
立

儀

侯

。

こ
の
条
文
は
、
朝
廷
の
儀
式
に
お
い
て
、
儀
侯
を
立
て
る
べ
き
日

を
規
定
し
た
も

の
で
あ
り
、
さ
き
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
義
解

・
穴

記
は
こ
の
条
に
該
当
す
る
日
を
そ
の
ま
ま

「会
集
の
日
」
と
見
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
令
文
に
対
す
る
集
解
各
説
の
見
解

の
対
立
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
「聚
集
」
に
付
さ
れ
た
義
解
は

「元
朔
の
外
、
別
に
聚
集
有
り
。
た
と
え
ば
出
雲
国
造

の
神
事
を
奏

す
る
類
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
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そ
う

し

た

中

に

あ

っ
て
、

同

条

の
古

記

の

み

が

や

や
詳

し

い
説

明

を

行

っ
て

お

り

、

そ

の
内

容

も

注

目

さ

れ

る
。

つ
ま

り

、

儀

侯

を

立

て

る
儀

式

を

三
種

に
区

分

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の
具

体

的

な

儀

侯

に

つ

い

て

述

べ

て

い
る

の

で
あ

る

。

そ

れ

に

よ

れ

ば

、

i

「
元

日
」

に

は

、

「
五

轟

」

と

「
鉦

鼓

」

を

設

け

、

H

「蕃

客

宴

会

辞

見

」

「左

大

臣

以

上

の
任

授

」

に

「
聚

集

」

の
場

合

に

は

、

「
幡

」

だ

け

を

立

て

、

…m

「
朔

日

」

「
五
位

以

上

授

」

に

「
聚

集

」

の
際

は

、
幡

も

立

て
ず

「
帯

侯

威

儀

」

の

み

で
あ

る

、

と

説

明

し

て

い
る

。

つ
ま

り

、

「
聚

集

」

は

こ

の

三
種

全

て

に
か

か

り

、

ま

た

「
儀

侯

を

立

つ
」

も

…m
の
よ

う

に
施

設

を

設

け

ず

、

武

具

を

持

っ
て
威

儀

を

正

す

こ

と

を

も

含

む

意

味

と

理
解

し

て

い
る

。

筆

者

は

以

前

、

天

皇

の
大

極

殿

出

御

儀

式

を

検

討

す

る

中

で
、

お

　

リ

ヒ

お
よ
そ
次

の
よ
う
な
点
を
述
べ
た
。

ω
天
皇
が
大
極
殿
に
出
御
し
た
こ
と
を

『続
日
本
紀
』
は
、
そ
の
儀

式
内
容
に
よ

っ
て
三
種
に
区
分
し
て
表
記
を
か
え
て
い
た
と
推
定
で

き
る
。
つ
ま
り
①

「大
極
殿
に
御
す
」
②

「臨
軒
す
」
③

「臨
朝
す
」

も
し
く
は
天
皇
の
出
御
そ
の
も
の
を
記
載
せ
ず
、
1

の
三
通
り
で
あ

り
、
そ
の
う
ち
①
は
即
位
と
元
日
朝
賀
の
際

の
表
現
、
②
は
蝦
夷
を

含
め
た
外
国
使
節
と
の
応
接
時
の
表
現
、
③
は
朝
政
や
授
位
任
官
と

い
っ
た
日
常
的
な
政
務
の
場
合
と
み
ら
れ
る
。

②

十

世

紀

の

『
延
喜

式

』

に

よ

れ
ば

、

そ

こ

に

は
主

と

し

て
武

官

の

儀

侯

・
装

束

に

つ

い
て

「
大

儀

」

「
中

儀
」

「
小

儀

」

と

い
う

儀

式

の

区

分

に

し

た

が

っ
て

記

述

し

て

お
り

、

や
は

り

儀

式

の
重

要

度

に
も

と

つ

く

区

分

が

三
種

と

な

っ
て

い
る
。

す

な

わ

ち

「
大

儀

」

と

し

て

「
元

日

、

即

位

、

受

蕃

国

使

表
」

を

、

「
中

儀

」

は

「
元

日
宴

会

、

正

月

七

日

、

十

七

日

大

射

、

十

一
月

新

嘗

会

、

饗

賜

蕃

客
」
、

「
小

儀

」

は

「
告

朔

、

正

月

上
卯

日

、
臨

軒

授

位

、

任

官

、

十

六

日
踏

歌

、

十

八

日
賭

射

、

五

月

五

日

、
七

月

廿

五
、

九

月

九

日
、

出

雲

国

造

奏

神

寿

詞

、

冊

命

皇

后

、

冊

命

皇

太

子

、

百

官

賀

表

、
遣

唐

使

賜

節

刀

、

　
　

　

将
軍
賜
節
刀
」
を
あ
け
て
い
る
。

個

『延
喜
式
』
の
三
区
分
が
ど
こ
ま
で
遡
る
か
と
い
う
点
で
、
宮
衛

令
元
日
条
集
解
に
引
く
古
記
に
注
目
し
た
。
古
記
は
、
「大
儀
」
と

い
っ
た
語
句
は
用
い
て
い
な

い
も
の
の
、
儀
式
に
使
用
す
る
儀
侯
の

種
類
に
よ
っ
て
、
や
は
り
三
つ
に
区
分
し
て

い
る
こ
と
、
そ
の
各

々

に
該
当
す
る
儀
式
が
ほ
ぼ

『延
喜
式
』
の

「大

・
中

・
小
儀
」
の
そ

れ
と
対
応
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

㈲
以
上
の
こ
と
か
ら
、
朝
廷
儀
式
を
そ
の
重
要
度
に
よ

っ
て
、
三
つ

に
区
分
す
る
と
い
う
こ
と
が
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
を
通
じ
て
見

ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
で
あ
る
。

こ
う

し
た
儀
式
区
分
に
関
わ
る
令
文
上

の
用
語
が

「
会
集
日
」
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「聚
集
」
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
関
連
す
る
令

文
を
あ
げ
れ
ば
、
儀
制
令
文
武
官
条
が
あ
る
。

凡
文
武
官
初
位
以
上
、
毎

・朔
日

朝
、
各
注

当
司
前
月
公
文

、

送

着
朝
庭
案
上

。
即
大
納
言
進
奏
。
(以
下
略
)

い
わ
ゆ
る
告
朔
の
規
定
で
あ
る
が
、
「毎

朔
日

朝
」
に
付
け
ら

れ
た
集
解
諸
説
を
見
る
と
、
義
解
は

「朝
と
は
朝
会
な
り
。
尋
常
の

日
は
唯
、
庁
座
に
就
き
、
朔
日
に
い
た

っ
て
特
に
庭
に
会
す
る
を
言

う
」
と
説
明
す
る
。

つ
ま
り
毎
日
の
朝
政
の
場
合
に
は
す
ぐ
に
朝
堂

に
つ
い
て
政
務
を
行
う
が
、
朔
日
に
は
朝
庭
に
集
会
す
る
の
で
あ
る

と

い
う
。
義
解
の

「朝
会
」
の
こ
と
を
令
釈

・
古
記
な
ど
は

「朝
参
」

と
表
記
す
る
が
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
朱
説
は

「朔
日
を
除

く
外
、
朝
参
日
は
元
き
や
」
と
問

い
、
師
が

「常
朝
参
あ
り
。
但
し

朔
日
の
儀
式
を
示
め
さ
ん
が
為
、
別
に
立
て
た
」
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
用
語
を
か
り
れ
ば
、
「常
の
朝
参
」
(朝
政
)
と

「朔
日
の
朝
参
」

(告
朔
)
と

な
る
。
こ
の
朔
日
の
朝
参
が
宮
衛
令
元
日
条

の

「朔
日
」

の

「聚
集
」

に
あ
た
り
、
か

つ
武
官
朝
服
条

の

「会
集
の
日
」
に
合

致
す
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
朱
の
師
説
に
い
う

「儀
式
」
た
る

所
以
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ま

で
、
行
論
上
、
時
代
的
変
化
に
つ
い
て
十
分
な
考
慮
を
払

わ
な

い
で
き
た
が
、
少
な
く
と
も
宮
内
の
儀
式
を
、
そ
の
内
容
や
重

要
度
に
よ

っ
て
区
分
す
る
と

い
う
こ
と
が
、
令
制
当
初
ま
で
遡
る
こ

と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
細
部
に
お

い
て
は
い
く
つ
か
の
変

化
が
あ

っ
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
宮
衛
令
元
日
条
の

古
記
の
鱒11
に
い
う

「蕃
客
宴
会
辞
見
」
の
扱

い
が
、
後
に
二
つ
に
別

れ
、
「辞
見
」
に
あ
た
る

「受
蕃
国
使
表
」

が
延
喜
式
で
は
大
儀
と

さ
れ
、
「宴
会
」

の
ほ
う
は

「饗
賜
蕃
客
」
と
し
て
中
儀
に
な

っ
た

こ
と
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
個
々
の

儀
式
の
重
要
性
の
変
化
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
の
装
束
の
変
化
な
ど
に

つ
い
て
は
、
詳
し
く
た
ど
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
衣
服
令
武
官
朝
服

条
集
解
の
古
記
自
身
が

「凡
そ
衣
服
令
は
、
時
々
の
格
式
に
依
り
て

改
易
す
る
こ
と
既
に
多
く
、
具
に
述
べ
る
可
か
ら
ず
」
と
表
明
し
て

い
る
よ
う
に
、
変
動
が
か
な
り
激
し
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
ま
た

衣
服
制
度
に
暗

い
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
。

そ
こ
で
、
大
づ
か
み
に
推
定
す
る
し
か
な

い
の
で
あ
る
が
、
朝
廷

に
お
け
る
儀
式
の
区
分
と
し
て
は
、
次
の
四
種
と
見
て
お
く
の
が
良

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(表
3
)。

こ
の
表
を
も
と
に
、
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
通
常
の
日
に
は
、
官
人
た
ち
は
所
定
の
朝
服
を
身
に
つ
け
、
す
ぐ

に
朝
堂

の
座
に
つ
い
て
、
朝
政
を
行
う
。

・
こ
れ
に
対
し
て
、
官
人
が
朝
堂
で
は
な
く

「朝
庭
」
に
集
ま
る
日
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表
3

主
な
儀
式

宮
衛令占

記

延
喜

式
・左近衛府

衣
服
令
文
官
五位以上の服装

同
上
・

文
官
六位以下の服装

同
上
・

武
官
五位以上の服装

同
上
・

武官

六位以下の服装

①

元

日
・

即

位
・

大

嘗

な
ど

●

1

大
儀

礼
服

朝
服

礼
服

朝
服
+
α

②

蕃
客
辞
見
な
ど

…

11

中
儀

朝
服

朝
服

朝
服

朝
服
+
α

③

朔
日
な
ど

…
m

小
儀

朝
服

朝
服

朝
服

朝
服
+

α

④

朝
政
な
ど

朝
服

朝
服

朝
服

朝
服

が

「会
集
」
11

「
聚
集
」

の
日
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
下
級
武
官
は

朝
服
の
他

に

「
+

α
」
の
装
束
を
整
え
儀
侯
を
立
て
る
。
こ
れ
に
は

即
位
か
ら
朔
日
ま
で
各
種
の
儀
式
が
ふ
く
ま
れ
る
。

・
さ
ら
に

「会
集
」
の
中
で
も
儀
佼
の
立
て
方
な
ど
か
ら
、
儀
式
は

三

つ
に
区
分
さ
れ
、
そ
の
う
ち
最
も
重
要
な
儀
式

(後
の

「大
儀
」
)

に
は
、
五
位
以
上
の
文
官

・
武
官
は
そ
れ
ぞ
れ
朝
服
で
は
な
く
、
礼

服
を
着
し

て
参
列
す
る
。

つ
ま
り

、
「
会
集

の
日
」
と
は
、
こ
の
表

の
①

～
③

に
お
い
て
、

下
級
武
官
が

「朝
服
+

α
」
の
装
束
を
着
す
べ
き
儀
式
の
日
、
と

い

う
の
が
筆
者
の
理
解
で
あ
る
。

こ
れ
ま

で
、
令
集
解
の
注
釈
を
主
た
る
材
料
と
し
て
、
儀
式
の
分

類
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
そ
う
し
た
平
安
時
代
の
法
家
の
解
釈
が

ど
れ
ほ
ど
実
態
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
懸
念
が
残

る
か
も
知
れ
な

い
。
確
か
に
条
文
に
よ

っ
て
は
、
令
集
解
の
諸
説
が

当
時
の
実
態
と
は
関
わ
り
の
な

い
机
上
の
空
論
で
あ

っ
た
り
、
議
論

の
た
め
の
議
論
を
展
開
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
今
対
象
と
し

て
い
る
武
官
朝
服
条
は
、
宮
廷
の
儀
式
に
お

い
て
は
欠
か
せ
な
い
内

容
で
あ
り
、
古
代
を
通
じ
て
様
々
な
変
遷
を
経
な
が
ら
、
常
に
現
実

の
衣
服
制
度
と
し
て
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
注
釈

の
背

景
と
し
て
実
態
を
踏
ま
え
な
い
空
論
で
あ

っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。

し
た
が

っ
て
、
集
解
に
よ
る
分
析
は
、
少
な
く
と
も
諸
説
成
立
時
に

関
し
て
は
、
あ
る
程
度
有
効
な
議
論
と
認
め

て
よ
か
ろ
う
。

五

最

後

に

、

右

に
見

た

よ
う

な

「
会

集

の

日
」

の
成

立

に
関

し

て

、
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『日
本
書

紀
』
天
武
十
三
年
閏
四
月
丙
戌
条

に
ふ
れ
て
、
稿
を
閉
じ

た

い
。『書

紀
』
『続
紀
』
な
ど
の
六
国
史
に
つ
い
て
、
「会
集
」
「聚
集
」

の
語
句
を
探
す
と
、
ほ
と
ん
ど
全
て
が

一
般
的
な
用
例
で
あ
り
、
宮

廷
の
儀
式

に
お
け
る
ほ
ぼ
唯

一
の
例
が
、
天
武
十
三
年
閏
四
月
丙
戌

条
で
あ
る
。

詔
日
。
来
年
九
月
、
必
閲
之
。
因
以
教

百
寮
之
進
止
威
儀

。

又
詔

日
。
凡
政
要
者
軍
事
也
。
是
以
、
文
武
官
諸
人
、
務
習

用
丘
ハ及
乗
馬

。
則
馬
兵
井
当
身
装
束
之
物
、
務
且
ハ儲
足
。
其

有
レ
馬
者
為

騎
士

、
無

レ
馬
者
為

歩
卒

、
並
当
試
練
、
以
勿

レ障

於
聚
会

。
…

又
詔
口
。
男
女
並
衣
服
者
、
有

欄
無

欄
、
及
結
紐
長
紐
、
任

レ

レ

レ意

服
之
。
其
会
集
之
日
、
著

欄
衣

而
長
紐
。
唯
男
子
者
、

有

圭
冠

、
冠
而
著

括
緒
揮

、
女
年
四
十
以
上
、
髪
之
結
不

レ
結
、
及
乗
馬
縦
横
、
並
任
レ意
也
。
…

同
日
に
三
つ
の
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
密
接
な
関
連

を
も

つ
も

の
で
あ
る
。
特
に
第
二
の
詔
に
見
え
る

「
凡
政
要
者
軍
事

也
」
は
天
武
朝

の
政
策
基
調
を
最
も
端
的
に
示
す
語
句
と
し
て
石
母

田
正
氏
が
注
目
し
て
以
来
、
有
名
な

一
文
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
本
稿

で
注
目
し
て
き
た

「会
集
の
日
」
と

「聚
会
」
と

い
う
語
句
が
登
場

　
ロ

ソ

す
る
の
で
あ
る
。
先
に
石
母
田
氏
の
文
章
を
引
こ
う
。

天
武
天
皇
が
十
三
年
閏
四
月
の
詔
で

「政
ノ
要
ハ
軍
事
ナ
リ
」

と
の
べ
た
と
き
、
か
れ
は
国
家
に
つ
い
て

一
つ
の
真
実
を
語

っ

た
の
で
あ
る
。
本
来
の
意
味
の
政
治
権
力
ま
た
は
国
家
権
力
は
、

一
つ
の
階
級
が
他
の
階
級
を
支
配
し
抑
圧
す
る
た
め
の

「組
織

さ
れ
た
強
力
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「軍
事
」
は

「強
力
」

の
純

粋
で
典
型
的
な
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。

…

(中
略
)
…
天
武
天

白
王
の
右
の
詔
は
、
「国
家
」

の
問
題
を

「
制
度
」
の
問
題
に
転

化
し
、
新
し
い
型
の
国
家
と
し
て
の
律
令
制
国
家
が
、
唐
の
制

度
や
法
典
を

「輸
入
」
し

「継
受
」
さ
え
す
れ
ば
で
き
上
る
と

か
ん
が
え
て
い
る
人
々
に
た
い
す
る
批
判
で
あ
り
、
国
家
と
い

う
機
構
が
何
を
基
軸
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
か
を
教
え
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
軍
事
と
不
可
分
の
関
係
に
お
い
て
展
開
さ

れ
て
き
た
大
化
改
新
以
後
の
政
治
を
自

覚
的
に
定
式
化
し
た
言

葉
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
か
れ
が
経
て
き
た
経
験
を
も

基
礎
に
し
て
い
た
。
…

魅
力
あ
ふ
れ
る
文
章
で
あ
り
、
天
武
朝

の
諸
政
策
が

「軍
事
」
に

よ

っ
て
こ
そ
、
裏
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
極
め
て
象

徴
的
に
示
す
語
句
と
し
て
、
こ
の
詔
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
天
武
朝

全
体
を
理
解
す
る
上
で
、
こ
の
石
母
田
氏
の
指
摘
は
重
要
で
あ
り
、
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結

論

と

し

て
は

異

論

の
な

い
と

こ

ろ

で
あ

る

。

た

だ

し

、

史

料

に
即

し

て

、

詔

の
文

脈

の
中

に
置

い
て
読

む

と

、

「
政

ノ
要

ハ
軍
事

ナ

リ
」

に

つ

い

て

の
解

釈

は

や

や

違

和

感

が

残

る

。

ね

マ

そ
う

し
た
点
で
は
、
武
田
佐
知
子
氏
の
理
解
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
第

一
詔
は
、
百
寮
の
進
止

・
威
儀
の
教
習
を

.
年
半
か
け
て
準

備
す
べ
き

こ
と
を
う
た

い
、
そ
れ
が
具
体
的
に
は
第
二

∴
二
詔
で
あ

る
。
第

二
詔
で
は
、
政
の
要
は
軍
事
で
あ
る
か
ら
と
、
軍
兵

・
乗
馬

の
訓
練
を
命
じ
る
が
、
兵
馬
と
も
に
練
成
を
要
す
る
の
は

「聚
会
」

に
支
障
を
き
た
さ
な

い
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
第
三
詔
は
衣

服
の
規
定

で
あ
り
、
特
に

「会
集
の
日
」
に
着
用
す
べ
き
衣
服
に
言

及
し
て
い
る
の
は

「聚
会
」
と
通
じ
る
も

の
で
あ
る
、
と
し
て
次
の

よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

こ

の
よ
う
な
場
面
を
期
し
て

「当
身

の
装
束
の
物
」

の
具
備
が

要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
詔
が
単
に
戦
闘
目

的

の
み
を
念
頭
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
儀
礼
に
不
可

欠

の
礼
容
を
整
え
る
も
の
と
し
て
、
軍
事
訓
練
が
位
置
づ
け
ら

れ

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

武
田
氏

の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
詔
は
天
武
f

一

年
八
月

の

「礼
儀

・
言
語
の
状
」
に
つ
い
て
の
詔
、
同
年
九
月
の

「
難
波
朝

庭
の
立
礼
」
採
用
、
十
二
年
十

二
月

の

「
四
孟
月
朝
参
」

の
詔
な
ど
と

一
連
の
性
格
を
も
ち
、
天
武
朝

に
お
け
る
宮
廷
儀
礼
整

備
に
関
わ
る
重
要
な
詔
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
に
は

じ
め
て

「会
集
」
あ
る
い
は

「聚
会
」
と
い
う
語
句
が
見
え
る
の
は

偶
然
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
天
武
朝

の
政
策

の
中
で
、
「会
集
の
日
」

と
い
う
特
定
の
意
味
を
も

つ
日
、
す
な
わ
ち
、
日
常
的
な
朝
政
で
は

お

な

い
、

儀

杖

を

伴
う

日

、
と

い
う

も

の
が

成

立

し

た

の

で
あ

ろ
う

。

註(
1
)
衣

服
令

の
構
成
は
次

の
通
り
。

ω
皇
太

子
条

…
…
皇
太
子

の
礼
服

勿
親

王
条

…
…
…
親
王

の
礼
服

(鋤
諸

王
条

…
…
…
諸
王

(
一
位

～
五
位
)

の
礼
服

の
諸
臣
条

…
…
…
諸
臣

(文
官

一
位

～
五
位
)

の
礼
服

(樹
朝

服
条

…
…
…
親
王

・
諸
王

・
諸
臣

(文
官

一
位

～
初
位

)
の
朝
服

ゆ
制

服
条

…
…
…
無
位

の
制
服

の

服
色
条

…
…
…
服
色

の
種
類

(捌
内
親

王
条

…
…
内
親
王

の
礼
服

動
女

王
条

…
…
…
女
王

(
一
位

～
五
位
)

の
礼
服

以10
内
命
婦
条

…
…
女
官

(
一
位

～
五
位
)

の
礼
服

11
朝

服
条

…
…
…
内
親
王

・
女
王

・
女
官

(
一
位
～
初
位
)

の
朝
服

12
制

服
条

…
…
…
無
位

の
宮
人

の
制
服

13
武
官
礼

服
条

…
武
官
、
衛
府

の
督

・
佐

の
礼
服
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14
武
官
朝

服
条
…
武
官

～
衛
士

の
朝
服

(
2
)
武
田

『古
代
国
家

の
形
成
と
衣
服
制
』

(
吉
川
弘
文
館
、

一
九

八
五
)
。

同

「
儀
礼

と
衣
服
」

(『
ま

つ
り
ご
と

の
展
開
』

中
央
公
論

社
、

日
本

の
古

代
七

、

一
九

八
六

)
、
同

「
古

代

国
家

の
形

成

と
身

分
標

識

」

(歴
史
学

研
究

別
冊

『
民
衆

の
生
活

・
文
化
と
変
革
主
体
』
一
九

八
二
)
、

同

「律
令
時
代

の
衣

服
規
定
」

(『季

刊
考
古
学
』
五
、

一
九
八
三
)
。

(
3
)
廣
瀬

「
古
代
服
制

の
基
礎
的

考
察
」

(『
日
本

歴
史
』

三
五
六
、

一
九

七

八
)
。

(
4
)
前
掲
註

(
2
)
「儀
礼
と
衣

服
」
。

(
5
)
武

田
氏

は

「
尋
常

」

の
語
句

を

「会
集

の
日
」

に
対
置

さ
れ
る
概
念

と

し
て

「
通
常

の
朝

服
を
着

る
日
」

の
よ
う

に
理

解
し

て

い
る
。
令

集
解

の
他

の
部
分

で
の
用
例
を

別
と
し

て
、

こ
こ
で

の
令
文

の
用
例

で
は
、
あ
く
ま

で
も

「朝
庭
公
事
」
以
外
を
指
す
。

(6
)

こ
こ
で
も
武
田
説
と

の
違

い
を
付
記
す
れ
ば

、
「朝

服
」

の

「
朝
」

が

場
所
を

指
す
と

い
う
点

は
同
意

で
き
る

が
、
そ
れ
を

武

田
氏

は

「
朝

廷
公
事

」
と

理
解
し
、

や
や
広
く

考
え

て

い
る
が

、
令
文

に
明
記
す

る
よ
う

に

「朝

庭
」

(
"
朝

堂
院

の
庭
)
と

理
解
す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

ま
た

、
朝

政

に

つ
い
て
は

、
岸
俊

男

「朝

堂

の
初
歩

的
考

察
」

(岸

『
日
本
古

代
宮
都

の
研
究

』
岩
波

書
店
、
初

出

一
九
七

五
)
、

橋
本
義

則

「
朝
政

・
朝

儀

の
展
開
」

(橋
本

『
平
安
宮
成
立
史

の
研
究
』
塙
書

房
、
初

出

一
九

八
六
)

の
ほ
か
、
寺

崎

「朝

堂
院
と
朝

政

に
関
す

る

覚

書
」

(『
川
内
古
代
史
論
集
』

四
、

一
九

八
八
)
が
あ

る
。

(7
)
新

訂
増
補
国
史
大
系

の
衣
服
令
武
官
朝
服
条
集
解
は
文
末

に
掲
げ
た
。

(
8
)
令
集

解

に
見
え

る

「
私
案

」

が
誰

の
説

な

の
か
、

に

つ
い
て
は
議
論

(
9

)

(
10
)

　
13 1211

が

あ
る
が

、
私
は

こ

の
場
合

は

『
令
集
解
』
編

者

の
惟
宗
直

本

で
あ

ろ
う
と

思
う
。

寺
崎

「
賦

役
令
水

旱
条

に
関
す

る
二

∴

二
の
問
題
」

(
『国
史
談
話
会
雑
誌
』

二
一二
、

一
九
八

二
)
参
照
。

「
大
極

殿
史
料

の
検

討
」

(奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所

『
平
城
宮
発
掘

調
査
報
告

X
N
』

一
九
九

三
)
。

『延
喜

式
』
に
よ
れ
ば

、
臨
時
の
祭
祀
と
な
る
践
酢
大
嘗
会

で
の
装
束

は

⊃

如

元
日

」

(左
衛

門
府
式
大
嘗
会

陣
条

)
と
あ

っ
て
、
大
儀

扱

い
で
あ

っ
た

こ
と

が
わ

か
る
。

石
母

田

『
日
本

の
古
代
国
家
』
第
三
章

(岩
波
書
店
、

一
九
七

一
)
。

武

田
前
掲
註

(
2
)

「儀
礼
と
衣
服
」
。

黒
須
利
夫

氏
は

「
大
儀

の
系
譜
」

(
『
歴
史

人
類
』

二
四
、

一
九
九
六
)

に
お

い
て
、
儀
佼

を
整
え

て
元

日
に
会

集
す

る
こ
と
が
推
古
朝

に
成

立
し

、
そ

の
後

の
変
遷

を

へ
て
大
宝
令

で

「
大
儀
」

と
し

て
成

立
す

る

こ
と

を
指
摘
す

る
が

、
天
武
朝
以
前

に

つ
い
て
は
、
十
分

な
用
意

が
な
く
、
今
後

の
検
討
課
題
と
し
た

い
。

【付
記

】
本
稿
執
筆

の
直
接

の
動
機
は

、
二
〇

〇
二
年

三
月
に
奈
良
大

学
を

卒
業

さ
れ
た
平

野
杏
奈

さ
ん

の
卒
業
論
文

「
日
本
衣

服
令

に
関
す
る

一
考
察
ー

衣
服
令

武
官
礼

服

・
朝
服
条
を

中
心

に
ー

」

に
接

し
た

こ

と

で
あ
る
。
平

野
さ
ん
は
、
そ

こ
で

「
会
集

の
日
」
を

「礼

服

の
日
」

と
基
本
的

に
同

じ
、
と
す

る
見
解
を
と

っ
て
お
り

、
口
述
試

問
の
時

に
そ
れ

に
対
し

て
異

論
を

述

べ
た
。

テ
ー

マ
自
体

が
興
味
深

い
問
題

を
含

ん

で

い
た

の
で
、

改
め

て
検
討
を

加
え

、
文
章

化

し
て
み

た
。

し
た
が

っ
て
本
稿
は
、
平
野
さ
ん

へ
の
回
答

で
も
あ

る
。

一13一



朝
服

衛
府
督
佐
普

羅

頭
唯
位
裸
金
銀
装
腰
幾

金
銀
蕎

4
白
梅
烏
皮
瞬

景

佐

同
3志
以

上
服
司著
珊常
二五
位
一者
。
與

ノ
督

・
元
レ別
也
。
牙
笏

上
解

了
。
北
ハ督

佐
大
祀

大
嘗

元

日
禮

服
。
自

除
會

集

日

只
朝

服
耳
。上
條

穴
云
。問
。督
佐
朝

服
之

慮
除
レ緩

.若
略
レ文
鰍
。答
。可
γ然
也
。朱

云
。凡
此
條
。牙
笏

及
袴

略
レ
文
耳
。

t-i・
ノ 、

 

志
以
姦

麓
篇
紐
綴
灘
鍵
籍
遡
滑鷲
獣
雛
蒲
難
難
撚
難

癖
磐
懸
勤
繍蠣
舞
欝
襟
篇
鰭
鱈
欝

鯛
継
蘇
鞭
鯉
雛難
響
普

緩
頭
啓

縫

位
裸

烏
油
腰
帯

烏
装
横
乃

白
裸

烏
皮
喉

會
集
管

.賭
籍

徽

客

宴

會
等
。此

止
爲
昌志
以

上
一立
γ制

也
。穴

云
。注

文
爲

昌志
以

上
尉

以
下

一是
。兵
衛

佐
亦
同
。勿
縷

頭
巾
耳

也
。會
集

。謂

上
大

祀

大

嘗

元
日
。及
宮
衛
令

立
「儀

紋
一日
是
。自

飴
節

日
非
也
。私
案
。會

集
。謂
大

祀
大
嘗

元
日
是
也
。
朔
節

日

不
y入
也
。皆

云
昌

朝

庭

公
事

一也
。何
者
。下
衛

士
庭
。會
集

日
朔

節

日
爾
種
故
。或

云
。師

云
。會
集

等

日
。
督

以
下
志
以

上

一
同

也
。
又
此
條
。禰

福

桂

甲
紺
襖

槍
標

繰
末
額
者

並
官
備
。自

鹸
私

備
レ之
。又
云
。師

云
。於
二衛

士

一
色
一者
。依

下

文
一會

集

日
朔

節

日
。別
著
二装

束
一
但
於
二主
帥
以

上

一者
。會
集

日
之
句
。皆

約
二朔

節

日
一耳
。令
繹

同
レ之
プ
雑
・朱

云
。注

云
パ
習
集
等

日
者
.
未
γ知
。會

集

一
鰍
。

二

歎
。答

。於
y此
者

可
レ
一
也
。
凡

此
注
。
爲
ガ
兵

衛
佐
以

下
昇
蝕

司
尉
以

下
一立
注

鰍
。
何
者
。督
佐

上
條

具
立

鴨禮

服

色
齢也
。禮
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服

日
與
二會
集

日
一同

日
故

也
。額

同
。但

行
幸
時
。帯
一一弓
矢

一事
.
不
レ見
γ文
者

何
.
而

何
可
レ云
レ蒙
二條

文
一哉
。
若

禮

服
之
外
。爲

γ加

二弓
箭

等
舶鰍

何
。答

。督

以
下
皆

約
y注
。而
則
用
二禮
服
明
會

集

日
者

可
ゾ依
二上
條

一也
。絵
會

集

日
可
レ依
盈此

條

一也
。
額

不
ソ伺

也
.加

二錦
籍

赤
脛
巾
『帯
二弓
籔

以
鮭

代
履

.
兵
衛
.白
綬

頭
巾
.自
繧
.位
襖
。烏

油
腰

帯
.嚢

横
刀
.帯
二弓
箭
白
脛
巾
.白
複
.烏
皮
履
.合.集
管

茄
二挫
甲
聲
槍
.戴
齢

鹸

駒
艶

麓

糎

喋

以
寝

籍

襖
蘇

類
碗
難

撫

鐸
縫

、繍

誰

燃

煮
以

γ鮭
代
履
主
帥
.繍

継
灘

鞭

無

難

簾

購羅
繕

趣
轄

餐

擁

鞭

考

白
縷

頭
巾
。白
緩

.位
襖
.烏
油
腰
帯
.嚢

横
刀
.白
脛
巾
.白
機
.烏

皮
履
.
命
.集
等
日
茄
二桂
畢

二星

剛『以
二馨

代
鐘

縫

縫

蝦

"
雛

贈

以
以

γ鮭
代
履

並
朝
庭
公
事
則
服
之
.
蛛
幕
鵡

鱗

簗

舞

趣

総
羅

騨

蟹
譲

　

　

鑑

縣

灘

翻

認

麗

亟
、
.衛
士
.白鰻

頭
巾
.桃
染
杉
.白
布
帯
.白
脛
巾
.轟

.
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帯
横
刀
弓
箭
若
蕊

奮

鷺

饗
鷲

郵
爆
躁
%

會
集
管

.架

末
翼

里

以
セ
杉
衆
桃
染
杉
朔

・節
日
則
服
之

蠕
鱒
塘
撫

舖
期
器

継

鐸

腿

難
難

會

集

日
一者
。非

贈是
朔
節

旦

凡
著

朝

服
一之
時
。督
佐

牙
笏
。志
以

上
木
笏
。文
不
レ載

者
略
。諸
須
レ知

・
。
繹

云
。
朔
節

日
亦

同
。

但

於
呂衛

士
一朔
節

日
不
γ回

一會
集

日
一也
。
此
篇
。依

蒔

々
格

一既

改
異
之
。依
二時
法

一耳
。
叉
云
。
案
朔

節

日
不
γ入
昌會
集

日
幡難

也

。穴
云
。朔

日
謂

依
昌此
文
一可
γ有
下不
レ立
二儀

杖
一朔

日
よ也
。
郷
杯
レ依

私
案
。依
二宮
衛
金

必
立
二儀

杖
岡
尋

常

去

二桃

染

但

會
集

之

日
。立
二儀
杖

幽式
重

厚
。自

絵

日
錐
ソ立
二儀
杖
刈儀
式

少
薄

耳
。依
ゾ文
所
レ案
。師

同
二此
読
軸也
。

杉
及
義

幾
蓑
雛
露
籟
常
騨

藷
瀞
碁簸

鷲
難
雛

鑓

誕
服
耳

其
督
以
下
。主
帥
以
上
袋
准
二文
官
噌

レ
穴

。
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新
訂
増
補
国
史
大
系

・
令
集
解
よ
り

「衣
服
令
武
官
朝
服
条
」


